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第１章　資料編 

 

 

 資料番号 名　　　　　　　　　　　　称

 資料１ 吉岡町防災会議条例

 資料２ 過去の災害

 資料３ 利根川（県央区間）浸水想定区域図（想定最大規模）

 資料４ 吉岡町ため池一覧

 資料５ 山地災害危険地区一覧

 資料６ 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定箇所

 資料７ 吉岡町指定緊急避難場所

 資料８ 吉岡町指定避難所・指定福祉避難所及び応急仮設住宅建設予定地

 資料９ 消防団の相互の応援協定（前橋市）

 資料10 群馬県震度情報ネットワークシステムに関する協定書

 資料11 災害時における相互応援に関する協定書（前橋市）

 資料12
災害発生時における吉岡町と日本郵便株式会社群馬郵便局及び吉岡

郵便局の協力に関する協定

 資料13 火災又は地震等の災害時における消火用水供給応援に関する協定書

 資料14
災害時における救援物資提供に関する協定書（三国コカ・コーラボトリン

グ株式会社）

 資料15
災害時における農地の使用及び生鮮食料品等の調達に関する協定書（

吉岡町認定農業者連絡協議会）

 資料16 消防相互応援協定書（渋川市、榛東村）

 資料17 災害時における応急物資供給等に関する協定書（株式会社カインズ）

 資料18 災害時における応急物資供給等に関する協定書（株式会社ベイシア）

 資料19 群馬県水道災害相互応援協定

 資料20
災害緊急時水道配水連絡管開栓による応援給水に関する協定書（渋川

市）

 資料21 「道の駅」の防災総合利用に関する基本協定書

 資料22 災害時の情報交換に関する協定

 資料23
高齢者等に対する見守り活動及び震災時の物資の優先的対応に関す

る協定

 資料24 災害時における飲料水の提供に関する協定書（株式会社伊藤園）

 資料25 災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書

 資料26
災害時における応急生活物資供給等に関する協定書（生活協同組合コ

ープぐんま）
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 資料27
災害時等における施設利用の協力に関する協定（社会福祉法人吉岡

会）

 資料28 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書

 資料29
災害時等における施設利用の協力に関する協定（幼保連携型認定こど

も園駒寄幼稚園（学校法人栗原学園））

 資料30
災害時における施設利用の協力に関する協定（ＪＡ北群渋川農業協同

組合）

 資料31
災害時における物資供給に関する協定書（ＮＰＯ法人コメリ災害対策セ

ンター）

 資料32
災害時等における施設利用の協力に関する協定書（株式会社エーコー

プ関東）

 資料33 災害時における物資供給に関する協定書（株式会社エーコープ関東）

 資料34 災害に係る情報発信等に関する協定（ＬＩＮＥヤフー株式会社）

 資料35
災害時等における支援に関する協定書（株式会社ぐんま安全教育セン

ター）

 資料36
公共土木施設における測量、設計等の災害復旧業務の支援に関する協

定（群馬県渋川土木事務所）

 資料37
災害時における停電復旧の連携等に関する協定（東京電力パワーグリ

ッド株式会社渋川支社）

 資料38
災害時における停電復旧作業および啓開作業に伴う障害物等除去に関

する覚書（東京電力パワーグリッド株式会社渋川支社）

 資料39 上水道相互連絡管設置に関する協定書（前橋市）

 資料40 群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書

 資料41
災害時における相互協力に関する基本協定（東日本電信電話株式会社

群馬支店）

 資料42
災害時における被災者支援等の協力に関する協定（群馬県社会保険労

務士会渋川支部）

 資料43 災害時における地図製品等の供給等に関する協定（株式会社ゼンリン）

 資料44
災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定（三協フロ
ンテア株式会社）

 資料 45
災害時における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定（株式会
社フレッセイ）

 資料 46 災害時における物資輸送等に関する協定（福山通運株式会社）

 資料 47 榛東村・玉村町・吉岡町災害時相互応援協定（榛東村・玉村町）

 資料 48
吉岡町災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定 

（吉岡町社会福祉協議会）

 資料 49
群馬県吉岡町と神奈川県開成町との災害時における相互応援に関する

協定（神奈川県開成町）

 資料50 防災行政無線（固定系）受信放送所設置状況

 資料51 防災行政無線（移動系）子局設置状況

 資料52 被害認定基準

 資料53 吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱
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資料１　吉岡町防災会議条例 

昭和46年12月18日 

条例第23号 

（趣旨） 

第１条　この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、吉岡町

防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（所掌事務） 

第２条　防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1)　吉岡町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2)　町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3)　前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4)　前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関す

ること。 
 
（会長及び委員） 

第３条　防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2　会長は、町長をもって充てる。 

3　会長は、会務を総理する。 

4　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5　委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1)　指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(2)　群馬県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(3)　群馬県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(4)　町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(5)　吉岡町の教育委員会の教育長 

(6)　吉岡町消防団長 

(7)　指定公共機関又は地方公共的機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者 

(8)　自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

(9)　前号に掲げる者のほか町長が防災上特に必要と認めて任命する者 

6　前項の委員の定数は、32人以内とする。 

7　第5項第7号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任

者の残任期間とする。 

8　前項の委員は、再任されることができる。 
 
第４条　防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2　専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、吉岡町の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。 

3　専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 
 
（議事等） 

第５条　この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 
 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則(平成12年条例第14号) 

この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

附　則(平成25年条例第18号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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吉岡町防災会議委員名簿 

 

 NO 委員区分 役　　職　　名 所　　在　　地

 １ 会長 吉岡町長 吉岡町下野田560

 ２ 委員 吉岡町副町長 吉岡町下野田560

 ３ 委員 吉岡町教育委員会教育長 吉岡町下野田 560

 ４ 委員 吉岡町自治会連合会長

 ５ 委員 関東地方整備局利根川水系砂防事務所長 渋川市渋川121-1

 ６ 委員 関東地方整備局高崎河川国道事務所長 高崎市栄町6-41

 ７ 委員 関東農政局群馬県拠点総括農政推進官 前橋市紅雲町1-2-2

 ８ 委員 前橋地方気象台長 前橋市大手町2-3-1

 
９ 委員

陸上自衛隊第48普通科連隊 

連隊本部第３科運用訓練幹部
榛東村新井1017-2

 10 委員 渋川行政県税事務所長 渋川市金井395

 11 委員 渋川土木事務所長 渋川市金井395

 12 委員 渋川保健福祉事務所長 渋川市金井394

 13 委員 渋川森林事務所長 渋川市金井395

 14 委員 中部環境事務所長 前橋市上細井町2142-1

 15 委員 渋川農村整備センター長 渋川市金井395

 16 委員 群馬県警察渋川警察署長 渋川市行幸田351-1

 17 委員 渋川広域消防本部消防長 渋川市渋川1815-51

 18 委員 吉岡町消防団長 吉岡町下野田560

 19 委員 （一社）渋川地区医師会長 渋川市金井356

 
20 委員

東京電力パワーグリッド株式会社 

渋川支社長
渋川市石原12-1

 21 委員 東日本電信電話株式会社　群馬支店長 高崎市高松町3

 
22 委員

東日本高速道路株式会社 

関東支社高崎管理事務所長
高崎市島野町 831

 23 委員 （一社）群馬県ＬＰガス協会渋川支部長 渋川市渋川 223-2

 24 委員 日本郵便株式会社　吉岡郵便局長 吉岡町下野田 698-3

 25 委員 北群渋川農業協同組合南支店長 吉岡町大久保 2299-6

 26 委員 吉岡町社会福祉協議会長 吉岡町南下 1333-4

 27 委員 吉岡町商工会長 吉岡町南下 1375-3

 28 委員 吉岡町婦人会長

 29 委員 吉岡町女性防火クラブ会長

 30 委員 吉岡町役場総務課長 吉岡町下野田 560
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資料２　過去の災害 

資料：「村誌」（吉岡町）平成19年以降は「群馬県の顕著自然災害年表」（気象庁ＨＰ、https://www.jma.go. 
jp/jma/kishou/know/saigai_link.html） 

 

 年　　次 災害等 被害状況等

 2019年（令和元年） 台風第十九号 ◇避難勧告・指示（漆原新田地区 88世帯255名）

 2017年（平成二十九年） 台風二十一号 ◇停電:500戸

 2014年（平成二十六年） 大雪 ◇軽傷:１名

 2011年（平成二十三年） 台風十五号 ◇避難指示（１世帯４人）

 
2011年（平成二十三年） 台風十二号

◇住家被害(床上浸水；１棟、床下浸水；３棟） 
◇土砂崩れ（吉岡町大字漆原地内；１箇所） 
◇避難勧告・指示（１世帯４人）

 2007年（平成十九年） 台風九号

 1982年（昭和五十七年） 台風十号

 1981年（昭和五十六年） 台風十五号

 1966年（昭和四十一年） 台風二十六号

 1959年（昭和三十四年） 伊勢湾台風

 1959年（昭和三十四年） 台風七号

 1955年（昭和三十年） 火災 下野田　原の大火[全焼；８戸]

 
1949年（昭和二十四年） キティ台風

◇中大薮橋、大門橋、中小倉橋復旧工事 
◇鬼ヶ橋下護岸、宮下護岸、南下等護岸復旧工事 
※参考：群馬県被害［死者;44人､負傷者;89人､行方不明;５人］

 1948年（昭和二十三年） アイオン台風
◇土堤[滝沢川被害部分計;四町七反､吉岡川右岸被害面積;九町歩］ 
※参考：群馬県被害［死者;６人､負傷者;５人､行方不明;４人］

 
1947年（昭和二十二年） カスリン台風

◇駒寄村[床下浸水；300戸、床上浸水；30戸、流失破壊家屋；３戸、

流出半壊家屋；２戸、行方不明；１名] 
◇明治村[床下浸水；95戸、床上浸水；10戸、流失破壊家屋；３戸、

流出半壊家屋；４戸、行方不明；１名] 
※参考:群馬県被害［死者;592人､負傷者;1,231人､行方不明;107人]

 1945年（昭和二十年） 空襲 大久保、漆原、下野田戦災受ける。[罹災；１３戸、死者；２名]

 1943年（昭和十八年） 火災 下野田　原の大火[全焼；10戸]

 
1935年（昭和十年） 風水害

◇町村道の毀損[明治村；１損、駒寄村；５損] 
◇橋梁[明治村；５橋、駒寄村；３橋] 
◇河川[駒寄村；堤防決壊；810ｍ、工作物流損；３箇所]

 1929年（昭和四年） 雷雨 県内各地[消失家屋；１戸]

 1928年（昭和三年） 雷雨 県内各地[感電死者２０名]

 1899年（明治三十二年） 火災 下野田北部の大火[全焼；２１戸]

 1895年（明治二十八年） 火災 八木原火災[漆原新田被災；数戸]

 1892年（明治二十五年） 竜巻 陣場被害[全壊；８戸、半壊；３戸、死者；１名、負傷者；６名]

 1887年（明治二十年）
雹害 
火災

◇救助を受けた家；10戸[家族数；47名、救助日数20；日] 
◇漆原新田火災[全焼；10余戸]

 1878年（明治十一年） 雹害

 1874年（明治七年） 雹害

 1827年（文政十年） 大洪水

 1812年（文化九年） 大洪水

 1791年（寛永三年） 大洪水

 1786年（天明六年） 大洪水

 1783年（天明三年）
浅間山噴火 
水害

全損過半、砂土に帰し、耕田宅地その主たるを明にせず、其の際埋没

せし戸数八十余戸、人員百十有余人、田圃反別五十二町七反余歩

 1742年（寛保二年） 大洪水

 1631年（寛永八年） 大洪水

 1614年（慶長十九年） 大洪水 利根川ほか国内河川大洪水
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資料３　利根川（県央区間）浸水想定区域図（想定最大規模） 
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資料４　吉岡町ため池一覧 

 

 

 

資料５　山地災害危険地区一覧 

 

 番号 ため池名称 所在地

 １ 小倉沈澱池 吉岡町小倉 827-99

 ２ 上之原貯水池 吉岡町上野田 3161-1

 ３ 塔之辻貯水池 吉岡町上野田 2295-5

 ４ 明治貯水池 吉岡町上野田 1329-3

 ５ 平石貯水池 吉岡町上野田 1172-2

 ６ 小倉調整池 吉岡町上野田 1191-2

 ７ 上野田調整池 吉岡町上野田 1191-3

 ８ 第一調整池 吉岡町上野田 970

 ９ 第二調整池 吉岡町上野田 715

 10 第三調整池 吉岡町上野田 431

 11 北下貯水池 吉岡町北下甲 484

 12 大藪貯水池 吉岡町南下 610

 13 十日市貯水池 吉岡町南下 1441

 番号 地区区分 大字 字

 １ 山腹崩壊危険地区 漆原 川原田

 ２ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ３ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ４ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ５ 崩壊土砂流出危険地区 小倉 上蟹沢

 ６ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 粟籠

 ７ 崩壊土砂流出危険地区 漆原 瀬来
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資料６　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定箇所 

１　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定箇所一覧表 

 

２　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域等区域図（概略位置図） 

 

 

 区域の名称 所在地
土砂災害の発生原因となる自然現

象の種類

 
土砂災害警戒区域 自害沢１ 吉岡町大字上野田 土石流

 自害沢２ 吉岡町大字上野田 土石流

 自害沢３ 吉岡町大字上野田 土石流

 滝ノ沢川 吉岡町大字上野田 土石流

 土砂災害特別警戒区域 滝ノ沢川 吉岡町大字上野田 土石流
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資料７　吉岡町指定緊急避難場所 

 

 番号 名　　称
自治会 
地　区

所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 小倉集会所 小倉 小倉282-6 - ○ ○ ×

 ２ 上中小倉集落センター 小倉 小倉136-6 - ○ ○ ○

 ３ 小井堤町コミュニティーセンター 上野田 上野田1213 - ○ ○ ○

 ４ 上野田集落センター 上野田 上野田534-1 - ○ ○ ×

 ５ 上野原南部コミュニティーセンター 上野原 上野田1601-6 - ○ ○ ○

 ６ 上野原集会所 上野原 上野田3367-2 - ○ ○ ○

 ７ 下野田集会所 下野田 下野田1537-1 - ○ ○ ×

 ８ 吉岡町隣保館 下野田 下野田892-1 0279-54-4692 ○ ○ ○

 ９ 北下東部住民センター 北下 北下1188-2 - ○ ○ ×

 10 北下北部住民センター 北下 北下1095-6 - ○ ○ ×

 11 北下西南部住民センター 北下 北下505 - ○ ○ ×

 12 下八幡公会堂 南下 南下847-3 - ○ ○ ×

 13 木戸集落センター 南下 南下721 - ○ ○ ×

 14 大藪公会堂 南下 南下429-1 - × ○ ×

 15 陣場公会堂 陣場 陣場112-1 - ○ ○ ○

 16 大久保集落センター 大久保寺下 大久保1310-1 - ○ ○ ×

 17 上中町集落センター 大久保寺上 大久保1517 - ○ ○ ×

 18 三津屋田端公会堂 大久保寺上 大久保2162-1 - ○ ○ ×

 19 吉岡町児童館 溝祭 大久保3633 0279-20-5960 ○ ○ ○

 20 駒寄住民センター 駒寄 大久保2338-5 - ○ ○ ×

 21 漆原文化センター 漆原西 漆原816 - ○ ○ ○

 22 根古屋住民センター 漆原西 漆原1236-2 - ○ ○ ○

 23 漆原中央住民センター 漆原東 漆原376-4 - ○ ○ ○

 24 両原公会堂 漆原東 漆原282 - ○ ○ ○

 25 新田住民センター 漆原東 漆原53-6 - × ○ ○

 26 八幡山公園グラウンド 南下 南下1334-19 - ○ ○ ○

 27 町民グラウンド 駒寄 漆原949-1 - ○ ○ ○

 28 上野田ふれあい公園 上野田 上野田1256-23 - ○ ○ ○

 29 城山みはらし公園 南下 南下172-1 - ○ ○ ○
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資料８　吉岡町指定避難所・指定福祉避難所及び応急仮設住宅

建設予定地 

１　指定避難所 

 番号 名　　称 所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 吉岡町立駒寄小学校 漆原1016 0279-54-2300 ○ ○ ○

 ２ 吉岡町立明治小学校 北下433 0279-54-2105 ○ ○ ○

 ３ 吉岡町立吉岡中学校 南下1383-2 0279-54-3213 ○ ○ ○

 ４ 吉岡町社会体育館 南下1383-12 － ○ ○ ○

 ５ 吉岡町コミュニティーセンター 下野田560 0279-54-3111 ○ ○ ○

 ６ 吉岡町文化センター 下野田472 0279-54-1161 ○ ○ ○

 ７ 明治学童クラブ 北下476-1 0279-55-5672 ○ ○ ○

 ８ 明治第２学童クラブ 北下438-1 0279-25-8293 ○ ○ ○

 ９ 駒寄第１学童クラブ 大久保2338-12 0279-55-5248 ○ ○ ○

 10 駒寄第２学童クラブ 大久保2338-12 0279-25-7385 ○ ○ ○

 11 駒寄第３学童クラブ 漆原1387 0279-26-3226 ○ ○ ○

 12
よしおかロバロバ（吉岡町地域福祉

交流施設）
大久保2337-1 － ○ ○ ○

 13 小倉集会所 小倉282-6 － ○ ○ ×

 14 上中小倉集落センター 小倉136-6 － ○ ○ ○

 15 小井堤町コミュニティーセンター 上野田1213 － ○ ○ ○

 16 上野田集落センター 上野田534-1 － ○ ○ ×

 17 上野原南部コミュニティーセンター 上野田1601-6 － ○ ○ ○

 18 上野原集会所 上野田3367-2 － ○ ○ ○

 19 下野田集会所 下野田1537-1 － ○ ○ ×

 20 吉岡町隣保館 下野田892-1 0279-54-4692 ○ ○ ○

 21 北下東部住民センター 北下1188-2 － ○ ○ ×

 22 北下北部住民センター 北下1095-6 － ○ ○ ×

 23 北下西南部住民センター 北下505 － ○ ○ ×

 24 下八幡公会堂 南下847-3 － ○ ○ ×

 25 木戸集落センター 南下721 － ○ ○ ×
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２　指定福祉避難所 

 

３　応急仮設住宅建設予定地 

 

 26 大藪公会堂 南下429-1 － × ○ ×

 27 陣場公会堂 陣場112-1 － ○ ○ ○

 28 大久保集落センター 大久保1310-1 － ○ ○ ×

 29 上中町集落センター 大久保1517 － ○ ○ ×

 30 三津屋田端公会堂 大久保2162-1 － ○ ○ ×

 31 吉岡町児童館 大久保3633 0279-20-5960 ○ ○ ○

 32 駒寄住民センター 大久保2338-5 － ○ ○ ×

 33 漆原文化センター 漆原816 － ○ ○ ○

 34 根古屋住民センター 漆原1236-2 － ○ ○ ○

 35 漆原中央住民センター 漆原376-4 － ○ ○ ○

 36 両原公会堂 漆原282 － ○ ○ ○

 37 新田住民センター 漆原53-6 － × ○ ○

 番号 名　　称 所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 吉岡町保健センター 下野田565 0279-54-7744 ○ ○ ○

 ２ 吉岡町老人福祉センター 南下1333-4 0279-54-3603 ○ ○ ○

 番号 名　　称 所　在　地 電話番号 洪水 土砂 地震

 １ 八幡山公園グラウンド 南下1334-19 － ○ ○ ○

 ２ 町民グラウンド 漆原949-1 － ○ ○ ○

 ３ 上野田ふれあい公園 上野田1256-23 － ○ ○ ○
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資料９　消防団の相互の応援協定（前橋市） 

（目的） 

第１条　この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条により前橋市と吉岡町（以下

「協定団体」という。）が消防団の相互の応援協定を締結し、協定団体相互の消防力を活用して、火

災による人的及び物的被害を最小限に防止することを目的とする。 

（応援地域） 

第２条　この協定による応援地域は協定団体相互の境界線に近接する地域内に発生した火災の場合と

する。 

（相互応援出場） 

第３条　前条に定める地域において発生した火災を覚知した別表に定める消防団体は被応援地の要請

を待たずして応援出場するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第４条　応援隊の指揮は、受援地の消防機関の長とする。 

（費用の負担） 

第５条　応援に要した費用は、次により処理する。 

（１）応援隊側の負担 

ア　応援出場に要した消防団体の諸手当、災害報償費、消防賞じゅつ金及び機械器具の破損修理

費等の費用。 

イ　災害地へ出場又は帰路途上において発生した事故処理に要する費用。 

（２）受援隊側の負担 

化学消火剤等及び燃料の補給を行った場合、あるいは給食等を必要とした場合の費用。 

（協　議） 

第６条　この協定をする場合及びこの協定に定める事項以外の事項については、協定団体の長が協議

のうえ決定する。 

（委　任） 

第７条　この協定に定めるもののほか細部事項は、協定団体の消防機関の長が協議のうえ定めること

ができる。 

（協定書の保管） 

第８条　この協定を証するため正本２通を作成し、協定団体が各自１通を保管する。 

付　則 

この協定は、平成元年４月１日から効力を生ずる。 
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（別　表） 

 

１　前橋市側の応援出場地域及び出場団隊 

 

１　吉岡町側の応援出場地域及び出場団隊 

 

 
吉岡町　対象地域 前橋市　出場団隊

 南　下 

陣　場 

大久保の一部

第７分団２部

 

漆　原 

大久保の一部
第６分団１部

 
前橋市　対象地域 吉岡町　出場団隊

 
上青梨子町 

池　端　町
第４分団

 
総社町植野 

総社町桜が丘 

総社町高井の一部

第３分団
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資料10　群馬県震度情報ネットワークシステムに関する協定書 
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平成９年１月１日 
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資料11　災害時における相互応援に関する協定書（前橋市） 

 

 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

222

 

 

 

平成９年３月２８日 
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資料12　災害発生時における吉岡町と日本郵便株式会社群馬郵

便局及び吉岡郵便局の協力に関する協定 
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平成２９年２月１３日 
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資料13　火災又は地震等の災害時における消火用水供給応援に

関する協定書 
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平成９年１２月１２日 
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資料14　災害時における救援物資提供に関する協定書

（三国コカ・コーラボトリング株式会社） 
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平成１７年１０月２１日 
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資料15　災害時における農地の使用及び生鮮食料品等の調達に

関する協定書（吉岡町認定農業者連絡協議会） 
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平成１８年４月１日 
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資料16　消防相互応援協定書（渋川市、榛東村） 

 

 
平成２１年２月２７日 
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資料17　災害時における応急物資供給等に関する協定書

（株式会社カインズ） 
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平成２１年３月２６日 
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資料18　災害時における応急物資供給等に関する協定書

（株式会社ベイシア） 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

237

 

 
平成２１年３月２６日 
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資料19　群馬県水道災害相互応援協定 

(趣　旨) 

第１条　この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、群馬県及び県内各水道事業者(以下

「会員」という。）が協力して実施する群馬県内及び他の都道府県における相互応援活動について、

必要な事項を定めるものとする。 

(組織構成) 

第２条　災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内の会員を 11 地区(以下「地区」という。)に分

け、地区を県央、西毛、東毛の３ブロック(以下「ブロック」という。）に分ける。 

2　各地区及び各ブロックには、それぞれ代表都市及び副代表都市を置く。 

3　前項の地区代表都市は、群馬県の各保健福祉事務所所在市町を充て、地区副代表都市は各地区で選

任する。 

また、各ブロック代表都市及び各ブロック副代表都市は地区代表都市から選出し、県央ブロック

については、前橋市を代表都市とする。 

4　群馬県(以下「県」という。)は、各ブロック代表都市と連携を密にし、必要ある場合は、他都道府

県及び関係機関への応援要請等の連絡調整を行うものとする。 

また、県は、県内及び他の都道府県において水道災害が発生し、他都道府県及び関係機関からの要

請に基づき、この協定に基づく応援活動を実施する場合は、ブロック代表都市に応援協力の要請を

行うものとする。 

5　この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、群馬県保健福祉部衛生食

品課が担当し、群馬県企業局と連携のもとに行う。 

(応援内容) 

第３条　応援活動は原則として、被災会員の応急給水及び復旧計画に基づき、その指示(様式第 1 号)

に従って作業に従事するものとする。 

2　応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

(1)応急給水作業 

(2)応急復旧工事 

(3)応急復旧用資機材の供出 

3　前項第１号及び第２号の作業期間は、原則として 7日以内とし、継続する場合は被災会員、応援会

員及び県の協議よる。 

4　他の都道府県等への応援活動は、前各項に準ずるものとする。 

(応援要請等） 

第４条　応援要請は、原則として次の各号により行うものとする。 

(1)被災会員は、所属する地区の代表都市へ応援を依頼する。 

(2)地区代表都市は、地区内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、ブロック代表都

市に応援を要請する。 

(3)ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、他のブロック代表都市に応援を要請する。 

(4)ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、県へ応援を要請する。 

2　応援要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

(応援要請の手続) 

第５条　被災会員が応援要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、電話等迅速かつ

正確に伝達できる通信手段により要請し、後日速やかに文書(様式第２号及び第３号)を提出するも

のとする。 

(1)災害の状況 

(2)必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(3)必要とする職種別人員 

(4)応援期間 

(5)応援場所及び応援場所への経路 

(6)その他必要な事項 
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(応援体制) 

第６条　応援会員が派遣する職員(以下、「応援職員」という。)は、災害の状況に応じ必要な食糧、被

服、資金等を携行するものとする。 

2　応援職員は、応援会員等の名を表示する標識を着用するものとする。 

(被応援体制) 

第７条　被応援会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋、その他必要な便宣を供与するもの

とする。 

2　被応援会員は、資機材等の応援を受ける場合、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するもの

とする。 

(費用負担〕 

第８条　応援に必要な経費は、法令等に別段定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

(1)応援給水、応援復旧、応援復旧用資機材に要する費用は、被応援会員が負担する。 

(2)応援職員の派遣に要する経費は、応援会員が負担する。 

(3)応援職員が応援業務により負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会

員の負担とする。 

(4)応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、原則として、その損害が応援業務中に生じ

たものについては被応援会員が、また、被応援会員への往復途中に生じたものについては応援会員

がその賠償の責に任ずる。 

2　前項各号の定めにより難いときは、関係会員等が協議して定めるものとする。 

(応援物資等の調査） 

第９条　会員は応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５月末日までに県に提出す

るものとする。 

(1)連絡担当部課等(様式第 4号) 

(2)応急資機材の保有状況(様式第 5号) 

(3)応援に従事できる職員数(様式第 6 号) 

(4)水道配管等の標準施工図又はこれに準ずるもの 

2　県は前項の調査票を取りまとめ、整理のうえ会員に送付するものとする。 

(協　議〕 

第 10 条　この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議

して定めるものとする。 

(訓　練) 

第 11 条　会員は、この協定に基づき相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施するも

のとする。 

(実施期日) 

第 12 条　この協定は、平成１３年２月９日から実施する。 

 

この協定の締結を証するため、本書１通を作成し、協定者が記名押印のうえ原本を県が保有し、その

写しを各事業体が保有する。 

 

平成１３年２月９日 
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資料20　災害緊急時水道配水連絡管開栓による応援給水に関す

る協定書（渋川市） 
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平成２１年１２月１７日 
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資料21　「道の駅」の防災総合利用に関する基本協定書 
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平成２２年３月２８日 
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資料22　災害時の情報交換に関する協定 
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平成２３年２月１５日 
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資料23　高齢者等に対する見守り活動及び震災時の物資の優先

的対応に関する協定 
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資料24　災害時における飲料水の提供に関する協定書（株式会

社伊藤園） 
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平成 26 年７月 24 日 
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資料25　災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書 
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平成２７年３月２５日 
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資料26　災害時における応急生活物資供給等に関する協定書

（生活協同組合コープぐんま） 
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平成２７年７月１４日 
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資料27　災害時等における施設利用の協力に関する協定　　

（社会福祉法人吉岡会） 
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平成２８年６月１日 
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資料28　特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 
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平成２９年２月８日 
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資料29　災害時等における施設利用の協力に関する協定（幼保

連携型認定こども園駒寄幼稚園（学校法人栗原学園）） 
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平成２９年３月１７日 
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資料30　災害時における施設利用の協力に関する協定（ＪＡ北

群渋川農業協同組合） 
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平成２９年４月１日 

 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

266

 

 

 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

267

資料31　災害時における物資供給に関する協定書（ＮＰＯ法人

コメリ災害対策センター） 
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平成３０年２月１５日 
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資料32　災害時等における施設利用の協力に関する協定書　

（株式会社エーコープ関東） 
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平成３０年１１月８日 
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資料33　災害時における物資供給に関する協定書　（株式会社

エーコープ関東） 
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平成３０年１１月８日 
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資料34　災害に係る情報発信等に関する協定（ＬＩＮＥヤフー

株式会社） 
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2019 年１月１７日 
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資料35　災害時等における支援に関する協定書　　（株式会社

ぐんま安全教育センター） 
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令和元年１１月６日 
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資料36　公共土木施設における測量、設計等の災害復旧業務の

支援に関する協定（群馬県渋川土木事務所） 
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令和２年６月１日 
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資料37　災害時における停電復旧の連携等に関する協定　　

（東京電力パワーグリッド株式会社渋川支社） 
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令和３年４月２２日 
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資料38　災害時における停電復旧作業および啓開作業に伴う障

害物等除去に関する覚書（東京電力パワーグリッド株

式会社渋川支社） 
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令和３年８月２日 
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資料39　上水道相互連絡管設置に関する協定書（前橋市） 
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平成 31 年１月 31 日 
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資料40　群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協

定書 
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資料 41　災害時における相互協力に関する基本協定（東日本電

信電話株式会社群馬支店） 
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資料 42　災害時における被災者支援等の協力に関する協定（群

馬県社会保険労務士会渋川支部） 
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資料 43　災害時における地図製品等の供給等に関する協定（株

式会社ゼンリン） 
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資料 44　災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関

する協定（三協フロンテア株式会社） 
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資料 45　災害時における物資供給及び災害支援活動協力に関す

る協定（株式会社フレッセイ） 
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資料 46　災害時における物資輸送等に関する協定（福山通運株

式会社） 
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資料47　榛東村・玉村町・吉岡町災害時相互応援協定（榛東村・ 

玉村町） 
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資料48　吉岡町災害ボランティアセンターの設置・運営等に関 

する協定（吉岡町社会福祉協議会） 
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資料49　群馬県吉岡町と神奈川県開成町との災害時における相 

互応援に関する協定（神奈川県開成町） 
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資料50　防災行政無線（固定系）受信放送所設置状況 

 

 施設名 名称 設置場所 所在地（住所）

 親局
ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場 吉岡町大字下野田 560

 
遠隔制御装置

ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（当直室）

 ぼうさい 

よしおか
渋川広域消防本部 渋川市渋川 1815-51

 

屋外受信装置 

（放送用）

１号 吉岡町役場 吉岡町大字下野田 560

 ２号 吉岡町隣保館 吉岡町大字下野田 892-2

 ３号 漆原文化センター 吉岡町大字漆原 816

 ４号 吉岡町立駒寄小学校 吉岡町大字漆原 1016-1

 ５号 上中町集落センター 吉岡町大字大久保 1515-4

 ６号 吉岡町老人福祉センター 吉岡町大字南下 1333-4

 ７号 木戸集落センター 吉岡町大字南下 721

 ８号 吉岡町立明治小学校 吉岡町北下 433

 ９号 小井堤町コミュニティーセンター 吉岡町大字上野田 1213

 10 号 上野原南部コミュニティーセンター 吉岡町大字上野田 1601-6

 11 号 上野原集会所 吉岡町大字上野田 3367-2

 12 号 小倉集会所 吉岡町大字小倉 279-3

 13 号 下野田集会所 吉岡町大字下野田 1537-1

 14 号 大久保集落センター 吉岡町大字大久保 1310-1

 15 号 三津屋田端公会堂 吉岡町大字大久保 2162-1

 16 号 道の駅よしおか温泉 吉岡町大字漆原 2004

 17 号 新田住民センター 吉岡町大字漆原 57-7

 18 号 陣場公会堂 吉岡町大字陣場 112-1

 19 号 吉岡町十日市貯水池 吉岡町大字南下 1441

 20 号 上野田ふれあい公園 吉岡町大字上野田 1256-23

 21 号 船尾自然公園バーベキュー場 吉岡町大字上野田 3160-1

 
戸別受信機

町住民基本台帳に登録されている世帯で町長が認めたもの、また国及び地方行政機

関で町長が必要と認めたもの。



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

315

資料51　防災行政無線（移動系）子局設置状況 

 

 施設名 名称 設置場所 所在地（住所）

 基地局
ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（３階書庫）

吉岡町大字下野田 560

 遠隔制御装置

統制装置

ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（防災無線室）

 

遠隔制御装置

ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（総務課）

 ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（建設課）

 ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（上下水道課）

 ぼうさい 

よしおか
吉岡町保健センター

 ぼうさい 

よしおか
吉岡町役場（大会議室）

 

半固定型 

無線機

よしおか 101 吉岡町隣保館 吉岡町大字下野田 892-2

 よしおか 102 漆原文化センター 吉岡町大字漆原 816

 よしおか 103 吉岡町立駒寄小学校 吉岡町大字漆原 1016-1

 よしおか 104 上中町集落センター 吉岡町大字大久保 1515-4

 よしおか 105 吉岡町老人福祉センター 吉岡町大字南下 1333-4

 よしおか 106 木戸集落センター 吉岡町大字南下 721

 よしおか 107 吉岡町立明治小学校 吉岡町北下 433

 よしおか 108 小井堤町コミュニティーセンター 吉岡町大字上野田 1213

 よしおか 109 上野原南部コミュニティーセンター 吉岡町大字上野田 1601-6

 よしおか 110 上野原集会所 吉岡町大字上野田 3367-2

 よしおか 111 小倉集会所 吉岡町大字小倉 279-3

 よしおか 112 下野田集会所 吉岡町大字下野田 1537-1

 よしおか 113 大久保集落センター 吉岡町大字大久保 1310-1

 よしおか 114 三津屋田端公会堂 吉岡町大字大久保 2162-1

 よしおか 115 新田住民センター 吉岡町大字漆原 57-7

 よしおか 116 陣場公会堂 吉岡町大字陣場 112-1

 よしおか 117 吉岡町上野田ふれあい公園 吉岡町大字上野田 1256-23

 よしおか 118 吉岡町社会体育館 吉岡町大字南下 1383-12

 よしおか 119 八幡山公園グラウンド 吉岡町大字南下 1334-19

 よしおか 120 町民グラウンド 吉岡町大字漆原 949-1

 携帯型無線機
よしおか 

201～210
吉岡町役場（防災無線室） 吉岡町大字下野田 560
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資料52　被害認定基準 

１　人的被害 

（１）　｢死者｣とは､当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの､又は死体は確認できないが

死亡したことが確実な者｡ 

（２）　｢行方不明者｣とは､当該災害が原因で所在不明となり､かつ､死亡の疑いのある者｡ 

（３）　｢重傷者｣とは､当該災害により負傷し､医師の治療を受け､又は受ける必要のある者のう

ち１月以上の治療を要する見込みのもの｡ 

（４）　｢軽傷者｣とは､当該災害により負傷し､医師の治療を受け､又は受ける必要のある者のう

ち１月未満で治療できる見込みのもの｡ 

 

２　住家被害 

（１）　｢住家｣とは､現実に居住のため使用している建物をいい､社会通念上の住家であるかど

うかを問わない｡ 

（２）　｢全壊｣とは､住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの､すなわち､住家全部が

倒壊､流失､埋没、焼失したもの､又は住家の損壊(ここでいう｢損壊｣とは､住家が被災によ

り損傷､劣化､傾斜等何らかの変化を生じることにより､補修しなければ元の機能を復元

し得ない状況に至ったものをいう｡以下同じ｡)が甚だしく､補修により元通りに再使用す

ることが困難なもので､具体的には､住家の損壊､焼失、若しくは流出した部分の床面積が

その住家の延べ床面積の70％以上に達した程度のもの､又は住家の主要な構成要素(ここ

でいう｢主要な構成要素｣とは､住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって､住家

の一部として固定された設備を含む｡以下同じ｡)の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し､その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの｡ 

（３）　「大規模半壊」とは、居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規 

模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分 

がその重科の延べ床面積の50％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済 

的被害を住家全体に占める損壊割合で表し、その住家の損害割合が40％以上50％未満の 

もの。 

　（４）　「中規模半壊」とは、居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内 

　　　　に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住するこ 

　　　　とが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の30％以上50％未満の 

　　　　もの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ 

　　　　の住家の損害割合が30％以上40％未満のもの。 

（５）　｢半壊｣とは､住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの､すなわち､住家

の損壊が甚だしいが､補修すれば元通りに再使用できる程度のもので､具体的には､損壊

部分がその住家の延べ床面積の20％以上70％未満のもの､又は住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し､その住家の損害割合が20％以上50％未

満のもの｡ 

（６）　「準半壊」とは、住家が半壊または半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的に 

　　　は、損壊部分がその住家の延べ床面積の10％以上20％未満のもの、又は住家の主要な構 

　　　成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10％以 

　　　上20％未満のもの。 

（７）　｢一部破損｣とは､全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で､補修を必要とする程度

のもの｡ただし､ガラスが数枚破損した程度の極く小さな被害は除く｡ 

（８）　｢床上浸水｣とは､住家の床より上に浸水したもの､及び全壊･半壊には該当しないが､土

砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの｡ 

（９）　｢床下浸水｣とは､床上浸水に至らない程度に浸水したもの｡ 
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３　非住家被害 

（１）　｢非住家｣とは､住家以外の建物で､この報告中他の被害箇所項目に属さないもの｡ 

ただし､これらの施設に人が居住しているときは､当該部分は住家とする｡ 

（２）　｢公共建物｣とは､例えば役場庁舎､公民館､公立保育所等の公用又は公共の用に供する建

物｡ 

（３）　｢その他｣とは､公共建物以外の倉庫､土蔵､車庫等の建物｡ 

（４）　非住家被害については､全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入する｡ 

 

４　その他 

（１）　｢田の流失､埋没｣とは､田の耕土が流失し､又は砂利等の堆積のため､耕作が不能になっ

たもの｡ 

（２）　｢田の冠水｣とは､稲の先端が見えなくなる程度に水に浸かったもの｡ 

（３）　｢畑の流失､埋没｣及び｢畑の冠水｣については､田の例に準じて取り扱う｡ 

（４）　｢文教施設｣とは､幼稚園､小学校､中学校､高等学校、中等教育学校､特別支援学校､大学､

短期大学､高等専門学校､専修学校及び各種学校における教育の用に供する施設｡ 

（５）｢道路｣とは､道路法(昭和２７年法律第１８０号)第２条第１項に規定する道路のうち､橋

りょうを除いたもの｡ 

（６）　｢橋りよう｣とは､道路を連結するために河川､運河等の上に架設された橋｡ 

（７）　｢河川｣とは､河川法(昭和３９年法律第１６７号)が適用され､若しくは準用される河川

若しくはその他の河川､又はこれらのものの維持管理上必要な堤防､護岸､水利､床止その

他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸｡ 

（８）　｢砂防｣とは､砂防法(明治30年法律第29号)第１条に規定する砂防施設､同法第3条の規定

によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法が

準用される天然の河岸｡ 

（９）　｢清掃施設｣とは､ごみ処理及びし尿処理施設｡ 

（10）　｢鉄道不通｣とは､汽車､電車等の運行が不能となった程度の被害｡ 

（11）　｢被害船舶｣とは､ろかいのみをもって運転する以外の船で､船体が没し､航行不能になっ

たもの及び流失し､所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行できない程度の

被害を受けたもの｡ 

（12）　｢電話｣とは､災害により通話不能となった電話の回線数｡ 

（13）　｢電気｣とは､災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数｡ 

（14）　｢水道｣とは､上水道､簡易水道又は小水道で断水した戸数のうち最も多く断水した時点

における戸数｡ 

（15）　｢ガス｣とは､一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となった戸数のうち最も多く供

給停止となった時点における戸数｡ 

（16）　｢ブロック塀｣とは､倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数｡ 

（17）　｢り災世帯｣とは､災害により全壊､半壊及び床上浸水の被害を受け､通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯｡ 

例えば寄宿舎､下宿その他これに類する施設に宿泊する者で共同生活を営んでいるも

のについては､これを一世帯として扱う｡また､同一家屋の親子､夫婦であっても､生活が

別であれば分けて扱う｡ 

（18）　｢り災者｣とは､り災世帯の構成員｡ 

 

５　被害金額 

（１）　｢公立文教施設｣とは､公立の文教施設｡ 

（２）　｢農林水産業施設｣とは､農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法

律(昭和２５年法律第１６９号)による補助対象となる施設をいい､具体的には､農地､農

業用施設､林業用施設及び共同利用施設等｡ 

（３）　｢公共土木施設｣とは､公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和２６年法律第９７

号)による国庫負担の対象となる施設をいい､具体的には､河川､砂防施設､林地荒廃防止

施設及び道路等｡ 

（４）　｢その他の公共施設｣とは､公立文教施設､農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共

施設をいい､例えば庁舎､公民館､児童館､都市施設等の公用又は公共の用に供する施設｡ 
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（５）　｢農産被害｣とは､農林水産業施設以外の農産被害をいい､例えばビニールハウス､農作物

等の被害｡ 

（６）　｢林産被害｣とは､農林水産業施設以外の林産被害をいい､例えば立木､苗木等の被害｡ 

（７）　｢畜産被害｣とは､農林水産業施設以外の畜産被害をいい､例えば家畜､畜舎等の被害｡ 

（８）　｢水産被害｣とは､農林水産業施設以外の水産被害をいい､例えば漁具､漁船等の被害｡ 

（９）　｢商工被害｣とは､建物以外の商工被害で､例えば工業原材料､商品､生産機械器具等｡ 

 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

319

資料53　吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱 

○吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱 

平成 22年 2月 26 日 

訓令第 4号 

（目的） 

第１条　この要綱は、災害時に安全な場所へ避難するための人的な援護が必要な人に対し、災害

時に迅速かつ的確な情報伝達や避難支援体制の整備を図ることにより、安全で安心に生活でき

る地域体制を強化することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において避難行動要支援者（以下「要支援者」という。）とは、次に掲げる者の

うち、災害から自らを守るために安全に避難するなど、災害時の一連の行動をとることに支援

を要する人で、必要な個人情報（以下「要支援者情報」という。）を提供することに同意したも

のをいう。 

(1)　介護保険における要介護認定者（おおむね要介護３以上） 

(2)　身体障害者（肢体不自由の障害の程度が１級若しくは２級又は視覚障害の程度が１級若し

くは２級又は聴覚障害の程度が１級若しくは２級の者） 

(3)　知的障害者のうちその障害の程度がＡ判定又はＢ判定の者 

(4)　精神障害者のうちその障害の程度が１級又は２級の者 

(5)　内部障害者 

(6)　妊産婦及び乳幼児 

(7)　難病患者 

(8)　日本語に不慣れな在住外国人 

(9)　６５歳以上の一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯の者 

(10)　その他支援が必要と思われる者 

（要支援者情報の把握及び共有） 

第３条　要支援者情報は、次により把握するものとする。 

(1)　手あげ方式　要援護者本人が自分の意思で登録制度に登録する方法 

(2)　同意方式　自主防災組織（自治会等を含む。以下同じ。）、民生委員・児童委員等が地域

において支援が必要な人を把握し、支援が必要な者本人に名簿への登録を直接働きかけ、同

意を得て登録制度に登録する方法 

２　要支援者情報の収集に携わる者及び要支援者名簿の提供を受ける者は、事前に誓約書（様式

第１号）を町長に提出し、守秘義務の確保に努めるものとする。 

３　要支援者情報は、避難支援プランの作成、避難訓練、災害時の安否確認及び避難所での支援

などに活用するため、防災関係機関のほか、要支援者の避難時に関係する自主防災組織、民生

委員・児童委員等に提供するものとする。 

（登録の手続） 

第４条　要支援者で登録を希望するもの（以下「登録希望者」という。）は、吉岡町災害時避難行

動要支援者名簿登録申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）を町長に提出するものとす

る。 

２　登録希望者が障害等により登録の手続が困難な場合には、登録希望者の扶養義務者又は保護

者（以下「代理人」という。）による申請ができるものとする。 

３　前項の規定による手続が困難な場合には、自治会長又は民生委員・児童委員による申請がで

きるものとする。 

４　町長は、提出された申請書を基に登録希望者を吉岡町災害時避難行動要支援者名簿（様式第
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３号。以下「名簿」という。）に登録するものとする。 

（登録事項の変更及び取消） 

第５条　前条の規定により登録された者（以下「登録者」という。）は、申請書及び名簿に記載さ

れた事項に変更が生じたとき又は登録を取り消すときは、吉岡町災害時避難行動要支援者名簿

登録変更（取消）届出書（様式第４号）を町長に届け出なければならない。 

２　町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録情報を変更し、自主防災組織、

民生委員・児童委員等に周知を図るものとする。 

３　登録者が障害等により変更の報告が困難な場合には、代理人による報告ができるものとする。 

４　前項の規定による手続が困難な場合には、前条第３項の規定を準用する。 

（登録事項の削除） 

第６条　町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、登録を削除すること

ができるものとする。 

(1)　登録者が死亡したとき。 

(2)　登録者が町外に転出したとき。 

(3)　登録者が入院又は入所などにより自宅に戻れる見通しが立たないとき。 

(4)　登録者が第２条に該当しなくなったとき。 

２　町長は、前項の規定により登録を削除した場合には、速やかに自主防災組織、民生委員・児

童委員等に周知を図るものとする。 

（登録台帳の保管・管理） 

第７条　申請書及び名簿の原本は吉岡町の福祉担当部局が保管し、副本は防災担当部局、自主防

災組織、民生委員・児童委員等が共有するものとする。 

２　申請書及び名簿を保管する者（以下「保管者」という。）は、災害時及び各種訓練等の避難支

援目的以外に要支援者情報を使用してはならない。 

３　保管者は、要支援者の同意した者以外が閲覧することのないよう、電子情報で保管する場合

は、パスワード等を使用して管理し、紙媒体で保管する場合には施錠付きの保管庫に保管する

ものとする。 

（地域の支援体制） 

第８条　自治会長は、要支援者に対し地域で避難支援、安否確認及び災害情報の伝達（以下「支

援等」という。）をする者（以下「避難支援者」という。）を自主防災組織、民生委員・児童委

員等の構成員から、要支援者1人につき２人程度選出するものとする。 

２　避難支援者は、災害時において、要支援者の支援等を円滑に行えるようにするため、日常的

に要援護者への声かけ及び見回り活動等を行うものとする。 

（制度の周知） 

第９条　町長は、広報誌等その他これに類する媒体を通じて、この要綱に定める制度の周知を図

るものとする。 

（その他） 

第１０条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附　則 

この訓令は、平成２２年３月１日から施行する。 

附　則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第1号(第3条関係) 

年　　月　　日 

 

 

誓 約 書 

 

 

 

吉岡町長　様 

 

 

　吉岡町災害時避難行動要支援者名簿登録申請書(個別計画)、避難行動要支援者名簿及

び避難行動要支援者マップについては、災害時の救援活動等に役立てるため、記載事項を

吉岡町個人情報保護条例に基づき、適正な取扱いを確保し、厳重に管理を行うとともに、

その利用を要援護者の支援の目的のみに使用することを誓約します。 

 

 

 

 

 

住所　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

氏名　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

電話番号　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 　 団体等にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表

者の氏名を記入してください。



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

322



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

323

 

 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

324

 

 

 



第４編 資料・様式編　第１章 資料編

325

 

 
 



第４編 資料・様式編　第２章 様式編

326

第２章　様式編 

 

 

 

 様式番号 様式名称

 様式１ 災害概況即報

 様式２ 被害状況即報

 様式３ 災害確定報告

 様式４ 火災報告
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様式１　災害概況即報 

 
 

年 月 日 時 分

月 日 時 分

（災害概況即報） 報告日時

都道府県

消防庁受信者氏名
市町村

（消防本部名）

半壊 棟 床下浸水

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報） 報告者名

災
害
の
概
況

発生場所 発生日時

住家
被害

全壊 棟

被
害
の
状
況

人的
被害

死　者 人

119番通報の件数

棟

うち

災害関連死者
人

床上浸水

棟

軽傷 人
一部破損 棟 未分類 棟

重傷 人

自 衛 隊 派 遣
要 請 の 状 況

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

不　明 人

設 置 状 況

応
急
対
策
の
状
況

災 害 対 策 本 部 等 の（都道府県） （市町村）

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等に

ついて、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）
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様式２　被害状況即報 

被　　　　　害

災害名 ha

ha

ha

ha

箇

所

箇

所

箇

所

被　　　　　害
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

人
箇

所

棟
箇

所

世

帯
隻

人 戸

棟
回

線

世

帯
戸

人 戸

棟
箇

所

世

帯

人

棟

世

帯

人

棟
世

帯

世

帯
人

人 件

棟 件

棟 件

　（被害状況即報）　　

都 道 府 県 区　　　　　　　　　　　　分

冠　　　　水

・

報 告 者 名
病 院

道 路

区　　　　　　　　　　　　分 橋 り ょ う

住
　
　
　
　
家
　
　
　
　
被
　
　
　
　
害

人
的
被
害

死 者

砂 防

負
傷
者

重　　　　傷 清 掃 施 設

うち災害関連死者

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他

田
流失・埋没

災 害 名

報 告 番 号 冠　　　　水

（　　　月　　　日　　　時現在） 学 校

第　　　　　　　　　　報
畑

流失・埋没

行 方 不 明 者

港 湾

軽　　　　傷 崖 く ず れ

全 壊

鉄 道 不 通

被 害 船 舶

水 道

河 川

半 壊

電 話

電 気

ガ ス

一 部 破 損

床 上 浸 水

床 下 浸 水

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

火
災
発
生

建 物

ブ ロ ッ ク 塀 等

非
住
家

公 共 建 物 危 険 物

そ の 他 そ の 他
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被　　　　　害

千円

千円

千円

千円

千円

団体

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

自衛隊の災害派遣 その他

すること。

公 共 施 設 被害 市町 村数

区　　　　　　　　　　　　分

公 立 文 教 施 設

農 林 水 産 業 施 設

公 共 土 木 施 設

そ の 他 の 公 共 施 設

災
　
害
　
対
　
策
　
本
　
部

そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

農 産 被 害

林 産 被 害

災

害

救

助

法

商 工 被 害

市
町
村

等
　
の
　
設
　
置
　
状
　
況

都
道
府
県

小 計

適
用
市
町
村
名

計　　　　　　　　　　　　　　　団体

水 産 被 害

そ の 他

畜 産 被 害

被 害 総 額  １１９番通報件数 件 

災
害
の
概
況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく 応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。）

応
　
急
　
対
　
策
　
の
　
状
　
況

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況

※１　被害額は省略することができるものとする。

※２　１１９番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）と記入
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様式３　災害確定報告 

 

 

被 害

ha

ha

ha

ha

箇
所

被 害
箇
所

人
箇
所

人
箇
所

人
箇
所

人
箇
所

人
箇
所

棟
箇
所

世
帯

箇
所

人
箇
所

棟 隻

世
帯

戸

人
回
線

棟 戸

世
帯

戸

人
箇
所

棟

世
帯

人

棟
世
帯

世
帯

人

人 件

棟 件

棟 件

床 下 浸 水

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

火

災

発

生

建 物

非
住
家

公 共 建 物 危 険 物

そ の 他 そ の 他

電 気

ガ ス

ブ ロ ッ ク 塀 等

床 上 浸 水

住

家

被

害

全 壊

清 掃 施 設

崖 く ず れ

鉄 道 不 通

半 壊

被 害 船 舶

水 道

電 話

一 部 破 損

行方不明者 河 川

負
傷
者

重　傷 港 湾

軽　傷 砂 防

報 告 者 名 学 校

区 分 病 院

人

的

被

害

死　　　者 道 路

うち
災害関連死者

橋 り ょ う

冠　　水

　　　月　　日　　時確定
畑

流失・埋没

冠　　水

都 道 府 県 区 分

災　害　名
・

確定年月日

そ

の

他

田
流失・埋没
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被 害

千
円
千
円
千
円
千
円
千
円
団
体
千
円
千
円
千
円
千
円
千
円

千
円

人

千
円

人

　その他（避難指示等の状況）

備

考

　災害発生場所

　災害発生年月日

　災害の概況

　消防機関の活動状況

計　　　　　団体

そ の 他 消防職員出動延人数

被 害 総 額 消防団員出動延人数

農 産 被 害

林 産 被 害 計　　　　　団体

畜 産 被 害
災

害

救

助

法

適

用

市

町

村

名

水 産 被 害

商 工 被 害

公 共 土 木 施 設 解　散 　　月　　日　　時

そ の 他 の 公 共 施 設
災

害

対

策

本

部

設

置

市

町

村

名

小　　　　計

公共施設被害市町村数

そ

の

他

区 分 都
道
府
県
災
害

対

策

本

部

名　称
公 立 文 教 施 設

農 林 水 産 業 施 設 設　置 　　月　　日　　時
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様式４　火災報告 

 

第　　　　報報

年 月 日 時 分

月 日 時 分 （ 月 日 時 分 ）

（ 月 日 時 分 ） 月 日 時 分

死者（性別・年齢） 人

負傷者　重症 人

中等症 人

軽症 人

構造 建築面積 ㎡

階層 延べ面積 ㎡

棟 建物焼損床面積 ㎡

棟 建物焼損表面積 ㎡

棟 　林野焼損面積 ha

棟

世帯

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

台・機 人

その他参考事項

（消防本部名）

都道府県

市町村

報告日時

消防庁受信者氏名

火 災 種 別 　１　建物　２　林野　３　車両　４　船舶　５　航空機　６　その他

出 火 場 所

報告者名
※　特定の事故を除く。

火元 の業 態・ 事 業 所 名

用 途 (代表者氏名)

出 火 日 時 ( 鎮 圧 日 時 )

（覚 知日 時） 鎮 火 日 時

出 火 箇 所 出 火 原 因

死 傷 者
死者の生じた

理 由

建 物 の 概 要

焼 損 程 度

全　焼

棟数 部分焼

ぼ　や

計 棟 焼 損 面 積
焼損 半　焼

り 災 世 帯 数 気 象 状 況

消防 活動 状況

災害 対策 本部
等の 設置 状況

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

その他（消防防災ヘリコプター等）


